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（
総
務
委
員
会)

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
一
一
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
年
金
制
度
改
革
関
連

１

共
済
年
金
の
給
付
水
準
に
つ
い
て
、
厚
生
年
金
に
準
拠
し
て
定
め
る
方
式
を
維
持
し
、
毎
年
度
、
賃
金
又
は
物
価
の
変

動
率
に
よ
り
改
定
を
行
う
こ
と
を
基
本
と
し
、
厚
生
年
金
と
同
様
に
調
整
の
必
要
が
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
期
間
に
お
い
て

は
、
年
金
額
の
改
定
率
に
公
的
年
金
の
被
保
険
者
数
の
変
動
率
等
を
反
映
す
る
。

２

六
十
五
歳
以
上
の
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
権
者
が
退
職
共
済
年
金
又
は
遺
族
共
済
年
金
の
受
給
権
者
で
あ
る
場
合
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
退
職
共
済
年
金
又
は
遺
族
共
済
年
金
を
障
害
基
礎
年
金
と
併
せ
て
受
給
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

３

六
十
五
歳
以
上
の
受
給
権
者
に
対
す
る
遺
族
共
済
年
金
の
支
給
方
法
を
見
直
し
、
退
職
共
済
年
金
を
全
額
支
給
し
た
上

で
、
従
前
の
退
職
共
済
年
金
及
び
遺
族
共
済
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
者
に
対
し
て
支
給
さ
れ
得
る
金
額
と
の
差
額
を
遺

族
共
済
年
金
と
し
て
支
給
す
る
。

４

組
合
員
で
あ
る
間
に
支
給
さ
れ
る
退
職
共
済
年
金
に
つ
い
て
、
一
律
二
割
の
支
給
を
停
止
す
る
措
置
を
廃
止
す
る
。
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５

離
婚
等
を
し
た
場
合
に
お
け
る
掛
金
の
標
準
と
な
っ
た
給
料
等
の
額
に
つ
い
て
分
割
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
、
年
金
額

に
反
映
す
る
制
度
を
導
入
す
る
。

６

子
が
一
歳
に
達
し
た
日
後
に
お
い
て
も
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
子
が
一
歳
六
ヶ
月
に
達
す
る
ま

で
の
間
、
育
児
休
業
手
当
金
を
支
給
す
る
と
と
も
に
、
併
せ
て
そ
の
給
付
水
準
を
雇
用
保
険
法
に
よ
る
育
児
休
業
給
付
に

準
じ
た
も
の
と
す
る
。

７

育
児
休
業
を
し
て
い
る
組
合
員
に
対
す
る
掛
金
の
免
除
措
置
を
子
が
三
歳
に
達
す
る
ま
で
に
拡
充
す
る
。

８

基
礎
年
金
拠
出
金
に
対
す
る
地
方
公
共
団
体
の
負
担
割
合
に
つ
い
て
、
所
要
の
安
定
財
源
を
確
保
す
る
税
制
の
抜
本
的

改
革
を
行
っ
た
上
で
、
平
成
二
十
一
年
度
ま
で
に
二
分
の
一
に
引
き
上
げ
る
。

二
、
地
方
公
務
員
共
済
年
金
と
国
家
公
務
員
共
済
年
金
の
財
政
単
位
の
一
元
化

１

長
期
給
付
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
地
方
公
務
員
共
済
組
合
及
び
国
家
公
務
員
共
済
組
合
の
収
支
を
合
計
し
て
再
計

算
す
る
。

２

地
方
公
務
員
共
済
組
合
の
長
期
給
付
に
要
す
る
費
用
の
負
担
水
準
と
国
家
公
務
員
共
済
組
合
の
長
期
給
付
に
要
す
る
費

用
の
負
担
水
準
と
の
均
衡
及
び
こ
れ
ら
の
長
期
給
付
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
の
財
政
調
整
を
行
う
。
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三
、
市
町
村
の
共
済
組
合
の
長
期
給
付
事
業
の
一
元
的
処
理

市
町
村
職
員
共
済
組
合
又
は
都
市
職
員
共
済
組
合
で
行
っ
て
い
る
長
期
給
付
事
業
を
、
全
国
市
町
村
職
員
共
済
組
合
連
合

会
に
集
約
し
、
一
元
的
に
処
理
す
る
。

四
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
平
成
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


